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開会 午後３時００分 

 

それでは、ただいまから草津市教育委員会９月定例会を始

めます。 

議事に入ります。 

 

―――――日程第１――――― 

 

日程第１「会期の決定」についてでございますが、本日１

日限りといたしたいと思いますが、御異議ございませんでし

ょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようですので、９月定例会は本日１日限りとい

たします。 

 

―――――日程第２――――― 

 

次に日程第２「８月定例会会議録の承認」についてでござ

いますが、あらかじめ事務局から配付され、熟読されたと思

いますが御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、８月定例会会議録は承

認されたものと認めます。 

 

―――――日程第３――――― 

 

次に日程第３「教育長報告」に移ります。 

それでは、私から諸般の御報告をさせていただきたいと思

います。 

新型コロナウイルス感染症についてでございます。 

市内小中学校の児童生徒への感染状況ということでござい

ますが、２学期が始まってから９月２８日までの感染状況で



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ございます。小学校で２７名、中学校で１０名ということ

で、それに伴いまして臨時休校が１件、学年閉鎖が９校で１

１件ございました。このたびの第５波の傾向といたしまして

は、家族に陽性者がなく、単独で発熱し診断の結果、陽性と

なった児童生徒が急増いたしました。また、児童育成クラブ

内でのクラスターも発生いたしまして、臨時休校の措置をと

ったところもございました。御承知のとおり、８月２７日よ

り滋賀県下に緊急事態宣言が出されたことを受けまして、本

市の陽性者の発生状況が多いということから、草津市の各小

中学校における教育活動につきましては、在校時間の短縮に

よる接触機会の低減や飛沫拡散が特に懸念されます給食、弁

当の時間を回避した上で、特例の日課ということにより、可

能な範囲で子どもへの学習の保障をするために午前中に対面

授業を実施し、給食、弁当は食べずに下校をしていただい

て、午後に１から２時間のオンライン授業を実施したところ

でございます。県内において、給食を中止いたしましたの

は、本市のみでございまして、保護者等各方面から賛否両論

の様々な御意見をいただいたところでございますが、保護者

の負担を増すことや子どもの栄養摂取への影響などもござい

ますが、学校生活でマスクを外す機会を作らないことで、集

団での爆発的な感染を防ぐことができたと考えております。

また、万が一、陽性の児童生徒が発生した場合は、食事を介

しての感染リスクがないとの判断で、保健所による濃厚接触

者に指定されずに２週間の自宅待機を回避することができる

など児童生徒の安全、健康を最優先に考えて、判断したもの

でございます。保護者の皆様には多大な御理解と御協力をい

ただいたことに感謝申し上げる次第でございます。 

また、それに伴いまして、このたび初めて全小中学校一斉

のオンライン授業実施をすることになりました。私もいくつ

かの学校に訪問し、様子を見させていただいたところでござ

います。オンライン授業につきましては、これまで御家庭か

らの接続確認やシミュレーション授業も実施をしていました

が、やはり緊急であったということもございまして「つなが

らない」、「どのチームに参加していいかわからない」など操

作面に係る問い合わせが当初はあったようでございますが、

それも徐々になくなり、家庭も学校も慣れていくことがで



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き、スムーズにオンライン授業ができたところでございま

す。その後、各学校もいろいろ御苦労いただきながら、同じ

ように取り組んでいただきまして、保護者の方からは「学習

機会が保障された」というお声や「子どもの学習の様子が見

られてよかった」などのお声をいただくなど、これまで積み

上げてきましたＩＣＴを活用した授業を評価いただくことが

できたところでございます。また、不登校傾向の子どもたち

が午後からのオンライン授業に参加できたという事例もござ

いまして、これも１つの成果であったと考えております。特

に現場の先生方にとっては、非常に急なことであったにもか

かわらず、しっかりとした対応をしていただいたことに大変

ありがたく思っているところでございます。そして、今般、

県内および市内の感染者が減少いたしまして、県が「コロナ

とのつきあい方滋賀プラン」を特別警戒ステージから警戒ス

テージに移行したことを受けまして、９月２７日月曜日から

通常の日課に戻し終日の対面授業、また、給食、弁当を実施

したところでございます。引き続き、警戒を緩めることな

く、感染症対策を講じながら、学校教育を進めてまいるとと

もに、今回の特例日課を通して見えました課題と成果をしっ

かりと検証いたしまして、第６波を見据えた学校教育のあり

方についても引き続き研究してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

さて、次に９月には草津市議会の定例会が９月２日に開会

をされ、明日１０月１日までの会期ということでございま

す。教育委員会の議案といたしましては、「令和２年度の草津

市一般会計および学校給食センター特別会計の歳入歳出決

算」、「令和３年度の草津市一般会計補正予算」、「草津市立幼

稚園条例の一部を改正する条例案」を上程してございます。

詳細につきましては、８月の定例教育委員会で報告しており

ますので、割愛させていただきます。 

また、この議会の議案に関する質疑および一般質問では、

５名の市議会議員から質問がございました。質問順に少し内

容を御紹介いたしますと、井上薫議員からは「隣保館におけ

る職員配置」について、中島美徳議員からは「草津市文化財

保存活用地域計画」について、藤井三恵子議員からは「新型

コロナウイルスの感染防止対策」について、石本恵津子議員
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からは「コロナ禍における図書館運営」について、そして伊

吹達郎議員からは「総合体育館の雨漏り対策と建て替え」に

ついてということで５名の議員の皆様から御質問をいただい

たところでございます。今議会は、コロナ禍にあるというこ

とで、質問者数、１人当たりの時間を制限短縮されまして、

全部で１１名の質問があったところでございますが、そのう

ち５名ということで、やはり教育に対する関心の高さを伺え

るものであると捉えております。答弁させていただいた内容

につきましては、後日ホームページに掲載されます。また、

録画映像の配信もございますので是非、御覧いただければと

思います。 

以上で私からの報告を終わらせていただきます。 

それでは、委員の皆様の方から９月にございました教育全

般に関する事項等で御意見、御感想をお願いしたいと思いま

す。お願いします。 

 

今、緊急事態宣言ということでほとんど学校との接触がな

かったので知り得ることが少なかったですが、明日から緊急

事態宣言は解除され、今週より小中学生の平常どおりの学習

が再開されたということで良い点が１つ、そのほかは先ほど

教育長さんがおっしゃったように学年閉鎖、学校閉鎖の対応

も大変だったかと思います。 

また、先ほど御紹介がありましたが、草津市が先行してＩ

ＣＴ教育を進めてこられた成果を見る良い機会と言います

か、オンライン学習を率先して実践されていることを新聞記

事やいろいろなところでお聞きした中で、実践しながら課題

や成果を見つけられたかと思いました。最初の２週間はうま

くつながらない、途切れるといったトラブルもあったようで

すが、午後からの学習に活かされたと思いました。小中学校

で対応のやり方は様々だったと聞いております。オンライン

学習が実践化され、有意義な形で終わっているということ

は、喜ばしいことかと思いました。その中で聞いた話です

が、先ほど不登校児が参加できたり、授業時数の確保がしっ

かりできたりなどいろいろな成果も見られたようですが、中

には、あまり良い話ではないこともありました。中学生は学

年単位で数学の授業の一斉指導でしたが、授業を聞くだけで



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その裏でゲームをしている子もいたみたいです。ルーターの

無料貸し出しはありますが、通信費が２週間で２８００円か

かるそうです。ギガ数は家庭によっては少ないこともあるみ

たいで、あっても数名だと思いますが、借りられないおうち

もあったと思います。子どもは全員参加しているのかという

と、勝手に退出している子もいたみたいです。退出すること

が決まっていたみたいですが、退出したことでテストをしっ

かり受けることができるのか不安に思います。そのようなこ

とも含めてこれから成果と課題をまとめていかれると思いま

すが、何かやれば必ず課題が出るものです。しかし、私はオ

ンライン学習を先行してできたことで成果はあったと思いま

した。 

先ほど全国学力学習状況調査についての詳しい説明をいた

だきました。資料を続報でいただき、見させていただきまし

たが、２年ぶりの実施で県平均は全国平均がワースト１とい

うことで大変悪かったようです。草津市においては、全国平

均を上回った良い結果であったという報告をいただき、一安

心という感じはします。しかし、平均ですので、上位の学校

もあれば下位の学校もあると思います。先ほど、詳しくこう

いう分析をしてこういう働きかけを学校にやっているという

ことは言っていただきましたが、やはり現場にいるとき感じ

たことで、学校の先生がどんなに頑張っても上位の学校まで

の成績であげることはできません。学校の実態や学び方など

いろいろな課題が出てきますので、なかなか学力をアップす

ることは非常に時間もかかることで、遅々たる努力が必要で

あろうと思います。これは国語と算数だけの評価です。先ほ

どＥＳＤという持続可能な教育ということで提案いただいた

ようにそういう体験的な学習と絡ませながら、基礎学力がど

うなっていくのかこれから進めていかれる草津市の教育を聞

いて少し安心はしています。やはり、学校間格差が縮まって

ほしいと思います。各々の学校では努力をされていますが、

その年々でも成果は変わります。子どもの実態も変わりま

す。また、テストは６年生で行われます。高学年の先生は大

変興味津々であるが、下学年１、２年の先生たち、基礎学力

をつけなければいけない３、４年の先生たちの取組はどうな

のかというところで、学校長の手腕の見せどころだと思いま
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す。マネジメントのやり方であろうと思いますが、そういう

ところがしっかりできてないと学力は定着せず、アップもし

ないだろうと思います。また、格差も縮まらないと思いま

す。教育委員会はしっかり分析してデータを出しておられま

すが、現場はそうではないので、「結果を出しなさい」、「整理

しなさい」ということは非常に担当者の負担であったという

ことを現場にいるとき感じていました。それが教育に反映さ

れることが分かりはしますが、多忙の中で、それを捉えてい

かなければならない現場は大変であるということも受けとめ

ながら進めなければ、学力テストを毎年やらなくても良いの

ではないかと考えを持っており、それに左右されることはな

いと思っております。 

 

私からは９月の活動として３項目を挙げさせていただきま

す。 

１点目が、９月２日に市町村教育委員会オンライン協議会

に参加しました。内容としては、学校における働き方改革と

教育の情報化について、各市区町村の教育委員の方がＺｏｏ

ｍ上で集まり話し合うというものでした。教育の情報化で

は、自分から草津市がどういう取組でＩＣＴ教育をしている

かというところを他の市町村の方々に説明をしました。その

とき集まった市町村グループがまだＩＣＴを使って教育をど

のようにやっていくか、ネットワーク自体をどうやって構築

していくかというようなところを話し合っている段階で、要

はまだ進んでない市町村がほとんどでした。結局、その議論

の中では草津市では例えば、社会見学行く前に、その社会見

学先のパナソニックの社員さんとオンラインでつないで、事

前に話を聞いた上で社会見学行っていますというような話を

ただしただけになってしまいました。もしできれば、ある程

度ＩＣＴのレベルを合わせて、Ｚｏｏｍでオンライン協議会

ができれば、各教育委員の中でより有意義な議論もできると

思いますとフィードバックとして送りました。 

働き方改革の議題では、いろいろと考えさせられる場面も

ありました。例えば、施策自体はその他の市町村と比べても

あまり変わりませんでしたが、やはり教師の数が圧倒的に足

りない、マンパワーが足りないというような意見がありまし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。これまで教師の方一人一人のマンパワーに頼ってきたこ

とが裏目に出て、その分人をより増やす必要があるとおっし

ゃっていた方もおられましたが、その話を聞いていて今まで

一人一人のマンパワーに頼っていたのにさらに人を追加して

も結局マンパワーに頼っているだけで、もう少し別の角度か

ら働き方改革を進める必要があるのではないかと感じまし

た。例えば、教師の方の仕事の役割の線引きや効果的なＩＣ

Ｔの活用などそういったところが必要なのではないかと個人

的には感じていました。また、沖縄の方の話で非常に興味深

かった話が、教師の方が車で通勤をされたときに、その学校

では駐車場を利用するために月に１万円かかるということで

す。さらに、先生が市を跨いで行かないといけないこともあ

り、誰もその学校に行きたがらないそうです。勤務時間や仕

事の内容以前に環境に問題があるということで、これは是

非、草津市でもどうなっているのか聞いてみたいと感じた次

第です。 

教育委員会のオンライン協議会については以上で、次に９

月２３日からオンラインで配信されている「いのち・愛・人

権のつどい」を視聴させていただきました。鎌田さんという

方が例えば、岡山県で水害があった際に高校生が自分たちに

できることは何かないかということで市長に直接メッセージ

をして、翌日には市役所の前に多くの高校生が集まり市長さ

んと何をしたらいいのか話をして、結果的にまちを助ける活

動に取り組んだという話をされていました。ほかにもコロナ

禍の中で体の健康、心の健康を維持するための運動の仕方や

食事の摂り方など話をされていて、やはり医療に関わる方な

らではの話を聞けたということは非常によかったと思いま

す。話の導入の最初のところで、アウシュビッツで亡くなっ

たユダヤ人の方のお話をされていました。そこの部分で、ア

ウシュビッツで亡くなっているユダヤ人の方が６０００万と

おっしゃいましたがこれは１桁間違っていて６００万です。

それが字幕でも６０００万と出ていて、その方も６０００万

とおっしゃっていましたが、アウシュビッツだけに限れば１

００万人強で、ほかの地域も全部含めて６００万人という研

究結果です。もちろんその話の大筋を考えれば、人権が大切

で昔そういう差別がありましたということを言えれば良いと



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は思いますがあまりにもこの桁の間違いはひどいものだと思

いました。自分も言ったとおりアウシュビッツだけで見ると

全く人数が違うという不正確な情報が冒頭に出たせいで、最

初からこの話は大丈夫なのかという気持ちになってしまいま

した。ライブではなく配信だったので、後で幾らでも修正は

できたと思います。草津市の人権擁護推進協議会も取材され

ているということで、今後はそういった話の正確性などのた

めに配信前にはチェックをしていただいて、気を配っていた

だきたいと感じました。 

最後に、自分の子どもが通う小学校が学校閉鎖になりまし

た。その時に思ったことがいくつかあったのでお伝えしたい

と思います。 

１つはリモートの授業についてです。リモート授業をやり

始めた最初は、例えば、子どもがマイクをオンにしたりオフ

にしたりして、先生の話が私たちのところに聞こえない、先

生の端末でハウリングが起こって音が聞こえない、保護者の

方が何かトラブルがあったときに、新規のチャットを次々に

送るせいで、先生のメッセージが流れていくことがあり、最

初の１週目はあまり授業になっていないと感じていました。

私もその時に先生に直接連絡して、生徒側ではマイクとビデ

オのオンオフは、先生側でコントロールできるようにした方

が良いなどいろいろ言った面もありますが、翌週にはスムー

ズに授業もできていて子ども自体も楽しく授業を受けていた

ので今後、しっかりリモート授業はできると感じました。双

方向での朝の会の朝礼や体調確認はそのまま残したほうがい

いと思いますが、授業中は先生が授業をしている様子を子ど

もたちが聞くという一方向の授業でした。次にリモート授業

する際には、一方向のまま授業をするのであれば、先生側の

負担を減らすためにも授業を録画しておき、それを流すだけ

にするのもよいかと思います。リアルタイムだと先生側でも

何か不具合が起こることもあります。次に双方向で何かがで

きるような仕組みを取り入れるのであればそれをやってもい

いと思いますが、それがないのであれば、事前に録画して配

信した方が先生側としても、負担や時間などそういった部分

で多少は負荷が軽減されるのではないかと感じました。ま

た、ＩＣＴを使ってリモートで授業をしていることで非常に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進んでいると感じた一方で、その授業に使うテキストは先生

が生徒一人一人の家を回ってポストに投函しないといけない

部分があります。テキスト自体の著作権の関係もあると思い

ますし、タブレットに移したとしてもそのタブレットの画面

自体は、先生の授業風景を映さないといけないです。もちろ

ん、やろうと思えば、画面分割でテキストＰＤＦとオンライ

ンの授業の風景を映せますが、それをコントールするのは非

常に難しいと思います。今回は、急なことで仕方ありません

でしたが、一軒一軒回ってプリント投函していく形は、非常

に無駄な労力だと思いますので何か良いやり方があればと感

じました。 

最後に１点。学校閉鎖に当たり、私の知人から聞いた話で

すが、その知人のお子さんが濃厚接触者に当たるか当たらな

いかという状態になったのが金曜日でした。接触者であれば

連絡が来て、そうでなければ連絡は来ないという形でした。

ただ、保護者の方が介護関係の仕事をされていて、子どもが

濃厚接触者なのかどうかによって月曜日の仕事に行くのか休

むのかということになりました。土日の電話も通じません。

これは保健所との兼ね合いもあるので難しいと思いますが、

連絡が来る期日が決まっていれば、そこまでに連絡がなけれ

ば、自分の子は大丈夫で仕事に行けるかと思いますが、そう

いったこともなかったので、やむを得ず月曜日の仕事は休み

にするしかなかったそうです。月曜日になって学校に連絡し

てみると、既に連絡はできているので、該当しないというこ

とになりますということがわかりました。今後は、濃厚接触

者以外の方にも濃厚接触者への通知は終わりましたというメ

ールを１通いただければ、仕事に行けるか行けないかという

判断にもなるので、できればそういう通知をしてほしいと学

校に言ったところ、「ほかの学校でもその対応で問題はないの

で、大丈夫という認識です。」という少しネガティブな感じで

対応されたみたいです。話している間に上の方に代わられ

て、その後に通知が終わったという連絡がメールで来たみた

いですが、できれば、通知が終わったという連絡一ついただ

けると、そういう保護者の方の仕事に行くか行かないかの判

断基準にもなるので、一報だけでもメールで配信いただける

とよいのかと感じた次第です。 
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少し長くなりましたが、以上になります。 

 

私の方ですが、先ほどお話に出ていました「いのち・愛・

人権のつどい」ですが、拝見しようと思い２５日に申請をし

ましたが、先ほどようやくメールが届きまして、今日はその

話ができません。 

１点目、前回の臨時会は休ませていただきましたが、その

前の日に、草津宿街道交流館と本陣にお邪魔させていただ

き、夏季テーマ展、早川鉄兵作品展を拝見させていただきま

した。両方とも非常に素晴らしく特に展示物は、草津宿とい

うすばらしいものがあったということを伝えているというこ

とが改めてよくわかりました。また、緊急事態宣言が発令さ

れた直後でしたが、お客さんも多数来られていました。これ

が２６日に終わってしまったことが非常に残念でした。本陣

の方の作品展ですが「本陣にまつわる動物たち」というもの

がありました。土間など様々な場所に、動物の作品が展示さ

れておりましたが、写真を撮っても非常に綺麗に撮れる構図

などの工夫をしていただいて、学芸員さんのすばらしい配慮

や様々な思いを見ることができ、非常によかったと思うの

で、今後もこういった企画に期待したいと思います。歴史や

文化にあまり興味のない若い方もお見えになられていたよう

に思いました。写真を撮るということに非常に夢中になって

おられた方もいらっしゃいましたので、このような歴史・文

化を含めて、皆さんに興味を持っていただくきっかけをつく

っていただいたことに感謝申し上げます。その続きといたし

まして、本学で私が担当する授業で街道交流館さんにお世話

になり、草津宿街道交流館等のＰＲをする企画を学生たちが

進めております。その辺も教育委員会で報告させていただき

たいと思います。また、同じシチズンシップ・スタディーズ

という授業のなかでコミュニティ事業団の方による若者、学

生が楽しめるようなまちづくり講座を企画するということで

そちらも学生たちが動きます。ほかの学生や地域に住まわれ

ている多くの方に参加していただき、まちづくりを進めてお

りますが、教育の中でどのように活きるか一緒に考えていき

たいと思います。コミュニティ関係に出ていけるような若者

を一緒に育てていくお手伝いをできればと思いました。ま
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た、もう一つ別の企画がありまして、商工観光労政課さんで

先ほど少し伺いました、草津ブランドをＰＲする、すごろく

をつくる企画があります。小中学校や幼稚園、保育園のお子

さんにもそういうものを見ていただいて、草津の魅力、草津

ブランドに触れていただきたいと思っています。 

教育全般に関することで、最近気になることで、「親ガチ

ャ」という言葉が流行っていました。元々、子ガチャ、親ガ

チャというネットスラングはありました。知っている人は知

っているというレベルだったと思います。要は親の社会、経

済、地域などにより子どもの教育環境が大きく変わってくる

ということです。子どもたちの差がこの社会経済が安定すれ

ばするほど広がっていく。社会的にみんなが注目している中

で教育格差をどうしていくのかということです。親からして

もそのような課題を抱えながらも、うまく対処できなくなっ

てしまった方がいると思います。また、教育全般として、ど

のように支援していくかという部分で、お金では変えられな

いことも社会でありますので、考えていかなくてはいけない

と思いました。 

以上で今月の報告になります。 

 

私からは、１つが９月の半ばの３連休に全国小学生陸上交

流大会が３連休にありました。その滋賀県の代表の子たちの

帯同をしてきました。緊急事態宣言中のことで、最後まで開

催するかどうかというところでしたが、帯同する人、参加

者、見に来る保護者も全員ＰＣＲ検査を受けて陰性でないと

競技場に入れないという状況で開催されました。終わってみ

るとやってよかったと思うところがあり、制限がある中でし

たが、本人たちは自分なりに一生懸命頑張ってきて、悔しか

ったり、目標達成できてうれしかったりという場面がしっか

り見えたので、行けてよかったと思いました。全都道府県が

参加したわけではなく、２県だけは参加させない県がありま

したが、参加させてあげられてよかったと思いました。緊急

事態宣言が明けて、これから２学期で学校行事も多くなると

思いますが、コロナ対策が大変難しいところだと思います。

いろいろな策を練りながら子どもたちが仲間と一緒に何かを

やることや思い出は、学校でしか経験できないところではあ
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るので、できる限りやらせてあげる方向で進めていただけれ

ば嬉しいです。 

もう１つは、東京でいじめがあったというニュースについ

てです。学校から配布されたタブレット端末でいじめがあ

り、その子が自殺してしまったというニュースを見て驚きま

した。草津もＩＣＴ教育が非常に進められて、良いことをさ

れていると思いますが、こういうニュースが流れてしまうと

残念な方にどうしても変わってしまうことがあるので、先に

そういう悪いことが起こらないような策を練っていけるよう

にと思いました。 

 

それでは教育長報告については以上で終わらせていただき

ます。 

 

―――――日程第４――――― 

 

次に日程第４「付議事項」に移ります。 

「議第４３号令和２年度における教育に関する事務および

執行状況の点検および評価に関する報告書の議会への提出な

らびに公表につき議決を求めることについて」審議いたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

 

議第４３号令和２年度における教育に関する事務および執

行状況の点検および評価に関する報告書の議会への提出なら

びに公表につき議決を求めることについて教育総務課の森下

が御説明申し上げます。 

報告書につきましては、３ページからになります。 

７月の定例教育委員会で、協議事項としてお諮りしました

ところでございます。その後の８月３日および８月２５日の

２日間に渡り、外部評価委員会を開催し、外部評価委員の皆

様からすべての評価シートにつきまして、御意見、御提案を

いただいたところでございます。 

５ページ、６ページでございますが、先ほど御説明させて

いただきましたとおり７月の定例教育委員会でお諮りさせて

いただいておりますので、失礼ながら説明は割愛させていた



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だきます。 

７ページを御覧いただきたいと思います。 

このたびの点検評価結果を総評として、まとめておりま

す。（３）の総評【全体】というところでございます。内容と

しましては、新型コロナウイルス感染症で未曾有の事態にお

いても、全成果指標のうち８８％が達成度８０％を超えてい

ることに対しての評価をいただいております。また、教育振

興基本計画推進に当たり、各種事業の実施に終始するのでは

なく、その事業が本計画に基づく基本方向、基本項目に係

り、どのような成果報告が上がっているのか検証することが

求められていることに併せて、毎年の点検評価の実施を契機

にＰＤＣＡサイクルを回して成果の達成につなげることに期

待を寄せるという評価をいただきました。９つの基本項目に

対する評価委員の評価、意見等は、例えば３０ページを御覧

いただきたいと思いますが、総括というところに今回、外部

評価委員様からいただいた基本項目１豊かな心と健やかな体

の育成に対する意見でございます。これが９つ項目あるわけ

でございますが意見につきましては、それぞれの基本項目ご

とに２つから３つに絞り、７ページに記載させていただいて

おります。例えば、基本項目１豊かな心と健やかな体の育成

につきましては、黒点が３つありますがそれぞれの発達段階

においての適切な支援、就学前、小学校、中学校への円滑な

接続の実現のため、関係機関の連携の強化をお願いしたい。

また、コロナ禍における授業の実施について評価をいただい

ております。また、新たな人権問題への対応、いじめ問題な

ど困難なケースに組織としての対応をということで御意見を

いただいております。ほか８項目につきましても、それぞれ

７ページから８ページの記載のとおりでございます。参考と

して、本日お配りさせていただいております成果指標一覧表

がございます。こちらが、今回の評価点検の成果指標の一覧

で合計が１７個となっております。これは次年度から始まり

ました教育基本振興計画の中に示しております評価項目で、

それぞれ令和２年度の目標値、それに対する実績値、目標達

成度がどれだけであったかというものを示しているものござ

いまして、目標値の達成度が１００％以上であったものが、

全部で１７項目あり、全体の約２９％。９０％以上１００％
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未満だったものが、８つで割合としては４７％。４０％未満

だったものが１つという結果になっておりますので参考に御

覧いただきたいと思います。なお、今後の予定といたしまし

ては、本日、議決をいただき次第、市議会に報告するととも

に市のホームページによりまして市民の皆様に公表して参り

たいと考えております。 

以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 

それでは、ただいまの説明あった内容につきまして、何か

御意見、御質問がありましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

 

やはり新型コロナウイルスの影響があったにもかかわら

ず、教育委員会、学校が一丸となって頑張ってこられたのか

と感じています。 

成果指標の一覧表の中で１点、教育環境の充実というとこ

ろで、計画では非構造部材の耐震化工事の実施が１校の実施

予定だったものが、休業期間の短縮で必要な工期が確保でき

ず工事を実施できなかったということですが、コロナ禍以外

にその部材の高騰やいろいろな要因で工事が非常に難しいと

いうようなことを聞いたりします。この工事に関してはスケ

ジュールして計画も固まっているということですか。 

 

松嶋委員がおっしゃった以外に、ほかの工事もございまし

た。ただ、非構造部材の改修工事というものは、子どもたち

が日ごろ生活される普通教室の中の落下物の防止等をするた

めに夏休み期間にしかできない工事となっておりまして、今

回、夏休み期間が大変短くなりましたのでこの工事だけがで

きなかったということになります。ほかにもグラウンドの改

修工事などもありましたが、そういったものは実施すること

ができました。 

 

この予定していた工事は、次の夏季休業期間に持ち越すと

いうことですか。 
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ほかの学校との兼ね合いも見ながら、実施していきたいと

考えております。 

 

あまりこの非構造部材の耐震化工事の知識がありません

が、この工事をしなかったからといって何か危険があるとい

うことはないですか。 

 

学校の耐震自体の工事は平成２３年度に終わっておりまし

て、崩れるということはありません。 

 

耐用年数などあると思いますが、その期間を過ぎてしまう

といったことはありませんか。 

 

こういった言い方は変ですが、やらないよりはやった方が

安全ではあります。 

 

わかりました。 

 

ほかにございますか。 

 

４８ページの不登校問題で今後の課題のところですが、学

校不適応、不登校の児童が顕著に増加している。高学年ほど

不登校の割合は高く、早期の段階で取り組む必要がある。専

門職の介入や連携によって問題解決に取り組む必要があると

いうことでしたが、先ほど不登校児童がオンラインには参加

できたという成果も見られると思います。高学年になって出

てくるということは、おそらく小学校低学年、中学年で芽が

あったのか、何で高学年になってすぐ出てくるのかわかりま

せんが、中学校で受け皿としてもまた大変だろうと思ったこ

とが１つ。それからサポートに入る先生に相談する回数が限

られているため、先生と話す機会も減っているなどこの評価

の中に出ていました。少数であろうと思いますが、非常に気

になります。なぜなら、お母さんと一緒に登校している６年

生を毎日見るので、何とかならないのかという思いが募って

しまいます。一生懸命努力したということはわかりますが、

なぜ高学年になると増加するのか疑問に思いました。 
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高学年になると不登校が増加することについてしっかりと

した原因の究明はしないとけないと思います。現場にいても

確かにそう感じます。学校はそれぞれ教育相談を中心にして

おり、学校によってはスクーリングケアサポーター、大学

生、市、県と連動し、１人１人のゆとりを大切にしながら対

応しております。きっとおっしゃるように、低学年、中学年

の頃から兆候みたいなものがあると思うので、その辺りをし

っかりとアセスメントしながら進めてきたいと思います。 

 

難しい問題だと思いますが、よろしくお願いします。 

 

６の家庭・地域の教育の充実で地域協働合校の推進に満足

している市民の割合の目標が２１．５で、実績も２１．５と

達成はされているとは思いますが、実際に知っている人から

すると満足していて、結局、市民への周知が足りてないと思

います。市民の方がどれだけ地域協働合校を知っているの

か、おそらく小学生にならないとまず触れる機会もないのか

と思います。地域の人々にしっかりとこのシステムが浸透し

ているのか気になります。例えば、大学の地域連携でも大学

によっては名前のある大学だと連携をしていると思われま

す。ところが、あまり有名ではない大学はどれだけ頑張って

地域連携をしても地域連携していると思われません。これは

地域協働合校も同じロジックになっているのかと気になって

います。そうであれば、もう少しＰＲをすれば満足する市民

は増えるだろうと思いますが、そのことについて教えていた

だけますか。 

 

先ほどおっしゃっていただいた課題に関しては重く考えて

おります。平成１０年から地域協働合校が始まっており、こ

れは、全国に先駆けて草津市が取り組んでいる事業でござい

ます。地域の皆さんが、自分たちで子どもたちを育んでいこ

うという意識は浸透し、協力くださっていますが、これまで

事業を大きく見直すことはしていなかったため、マンネリ化

している部分もあるかと思います。今年度、抜本的な見直し

を図るべく、この夏休みにすべての小中学校に行かせていた
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だきまして、ヒアリングをさせていただきながら、地域協働

合校がさらに地域と学校双方にとってより良いものになるよ

うにしていきたいと考えております。 

 

地域協働合校で本当に関わっている方々は、それが文部科

学大臣表彰などにつながっていますので重要性もわかってい

ると思います。素晴らしいことだと思いますが、市民が一貫

して知らないということでそれほど重要視していないのであ

れば、質問項目自体が必要なのかと思います。そこに重きを

置きたいのであればヒアリングするだけはなく広告していく

など必要なのかと思い聞いておりました。 

 

御質問、御意見ございませんか。 

それでは、本議案につきまして、皆さん御異議ございませ

んでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議もないようでございますので、議第４３号は原案どお

り可決されたものと認めます。 

 

―――――日程第５――――― 

 

次に、日程第５「報告事項」に入らせていただきます。 

事務局より報告をお願いいたします。 

 

スポーツ保健課の宮田が報告事項１専決処分についてご説

明申し上げます。 

本件は、地方自治法第１８０条第１項より専決処分をした

ことを報告するものでございます。報告書の７５ページ、７

６ページを御覧ください。 

地方自治法第１８０条第１項には、普通地方公共団体の議

会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指名し

たものについては、普通地方公共団体の長において、それを

専決処分できるとなっております。草津市ではこれに基づ

き、市長に専決処分事項として１件につき１００万円以下の
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損害賠償の額を定めることが指定されております。 

７５ページの専決処分書に基づき、草津市長が専決処分し

たことを教育長が本委員会へ報告するものでございます。専

決処分の内容と金額は７６ページの記載のとおりでございま

す。専決処分をしたときは、地方自治法第１８０条第２項に

おきまして、これを議会に報告しなければならないとしてい

ることから開催中の令和３年９月定例会で報告するものでご

ざいます。今回の損害賠償額については、市が加入しており

ます全国市長会学校災害賠償保障保険によりまして、損害賠

償の全額の支払いを受けることとなっております。今後にお

きましては、各学校をはじめ教育委員会全体で安全の徹底を

行い、未然防止に努めて参ります。 

報告事項１については以上でございます。 

 

続きまして、報告事項２草津市教育委員会の社会教育団体

の登録に関する要綱の一部を改正につきまして生涯学習課の

上原が御説明申し上げます。 

報告書は７７ページから７９ページでございます。 

社会教育団体の登録に関しましては、３年に１回の更新を

行っており、本年８月３１日が前回登録の期限となっており

ました。これにより、本年９月１日以降の団体登録に適応す

べく、登録の基準見直しを行ったものです。 

７９ページの新旧対照表を御覧ください。 

１点目といたしましては、団体活動が組織的、計画的かつ

１年以上継続していることが登録の条件となっておりました

が、組織の存続と活動の継続を別で判断することにいたしま

して、組織としての団体が１年以上継続していること。そし

て、主旨に合致した活動が将来も計画的に継続できる団体を

登録の条件とし、より明確化いたしました。 

２点目といたしましては、施設使用料の減免のみを目的と

して登録する団体が一部見受けられることもありますことか

ら、社会教育団体としての活動が長期間実施されていない団

体もしくは、会員相互の親睦交流のみの活動実績である場合

につきましては、登録の取り消しを行えるよう条文を追加し

ております。ただ、こちらは積極的に登録を取り消していこ

うという趣旨ではなく、条文を設けることで、登録団体の皆
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様がこれまで以上に社会教育の推進や地域のまちづくりに関

わっていただきたいと考えております。なお、今回の登録更

新に当たりまして、８月中に申請していただきました団体に

つきましては、旧要綱での審査になり、次回の実績報告時か

ら適応させていただきたいと思います。実績報告につきまし

ては、毎年いただくことになっております。本年９月以降に

申請していただきました団体につきましては、今回からの適

用となっております。また、制度の変更につきましては、今

回更新を行いました１２５団体に対し登録証の発送と同時に

周知をさせていただいております。 

以上簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

 

 

報告事項３につきまして街道交流館の八杉が御報告申し上

げます。 

この案件につきましは、江戸時代から草津の名産である青

花紙の製造技術の継承がこの先危ぶまれていることから、青

花紙の保存継承懇話会を設け、継承について御意見を賜ると

ころでございます。今年度の夏のシーズンが終わったため、

懇話会の開催に当たり、青花紙保存継承懇話会開催要綱に基

づき、４名の委員を委嘱するものでございます。任期につき

ましては、１０月１日から令和４年３月３１日まででござい

ます。 

以上になります。 

 

続きまして、寄付の受け入れ報告につきまして教育総務課

の森下が御報告申し上げます。 

８３ページをお願いいたします。 

このたび、株式会社千商代表取締役森川守氏から草津中学

校に対しまして、ドキュメントＢＯＸ７００個を御寄付いた

だきました。株式会社千商につきましては、この８月２０日

まで、本市が発注しております草津中学校の配膳室の増築工

事を行っていただいたものでございますが、工事中の生徒の

工事協力のお礼といたしまして御寄付をいただいたものでご

ざいます。 

以上でございます。 
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ただいま４つの報告事項がございましたが、これに関しま

して何か御質問、御意見ございましたらお願いいたします。 

 

専決処分の件ですが、私も昔にボールが外に出てしまった

ことを思い出しながら見ていました。中学校の野球部という

ことで硬式か軟式かわかりませんが、ボンネットを破損させ

るほどの速度で出ていったと思います。老上中学校をどのよ

うな感じだったか覚えていないですが、防護策はしっかりし

ていたが、このように飛び越えていってしまったのか。ま

た、教育委員をやってきた間で過去にこういう事案は見たこ

とがないとふと思い、こういう事案はよくあるものなのか気

になりました。 

 

防球ネットにつきましては、平成２８年度に高さが１３ｍ

でグラウンドを囲うように設置させていただいております。

通常であれば飛び越えることはありませんが、今回はバック

ネットを飛び越えていったということでございます。 

 

過去の事例はありますか。 

 

過去の事例ですが、同じ中学校、同じ部活動で同じような

ことがございました。その時は、高さ１３ｍの防球ネットで

はなくもう少し低いネットでした。 

 

三塁線側の防球ネットを飛び越えてしまったため、高さを

上げ飛び越さないようになりましたが、今回はバックネット

を飛び越えてしまいました。 

 

バックネットの高さはそのままだったということですか。 

 

当時は、試合形式の練習をしておられ、通常の練習ではバ

ックネットに近づいて後ろに飛んでいかないような配慮はし

ていただいていました。平成２８年度の工事の際に、バック

ネットは大丈夫だろうとのことで高さは上げませんでした。 
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完全に防ぐことは難しいと思いますが、今回は、不幸中の

幸いで人に当たらなくてよかったと思います。今後、防げる

ような対策があればそれをしていただきたいと思います。 

 

今年度に玉川小学校で防球ネットの増設や渋川小学校は学

校ができてから住宅が増えてきたことに伴い、防球ネットを

増設させていただくなど順次対応させていただいておりま

す。 

 

ほかにありますか。 

それでは報告事項につきましては以上で終わらせていただ

きます。 

これをもちまして９月の定例会を終了いたします。 

次回は１０月２７日水曜日の午後３時からということでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

閉会 午後４時２５分 

 


